
令和7年度 文部科学省委託事業 いじめ対策・不登校支援推進事業
いじめ・不登校等の未然防止等に向けた魅力ある学校づくりに関する調査研究

「心理分野に強みや専門性を有する教師の
育成のための教職員向け研修プログラム」

第6章

いじめの未然防止と対応

スライド作成 飯田 順子
筑波大学･教授

※所属は2026年3月時点のものです



１．いじめ問題の現状
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いじめの定義

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する

学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある

他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為

（インターネット等を通じて行われるものも含む）であって、

当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
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いじめ防止対策推進法（2013年成立・施行）第2条

※研究者の間では世界的に、オルヴェウスのいじめの定義（Olweus et al., 
2007）にそって、（①意図性、②反復性、③力のアンバランス）の3点からいじめ
の現象をとらえている。
※行為の様相から傷つきの度合いを見るのではなく、児童生徒の傷つきから行為を
見る＝いじめられている児童生徒の主観を重視（『生徒指導提要』P.122）



いじめの認知件数と解消状況
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全体
769,022件

小学校
610,612件

中学校
135,865件

高等学校
18,891件

解消している
もの：585,349
件（76.1％）

解消に向けて取
組中：182,511件
（23.7％）

文部科学省 2025 令和6年度 児童生徒の問題行動・生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要（P7） 

①いじめに係る行為が止んでいること
（3か月が目安）
②心身の苦痛を感じていないこと



いじめの調査項目（例）
1．冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、いやなことを言われる：

57.5％（小）、63.3％（中）、62.0％（高）、43.4％（特）
２．軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、けられたりする：

24.5％（小）、14.8％（中）、8.5％（高）、23.3％（特）
３．仲間はずれ、集団による無視：

12.2％（小）、8.5％（中）、15.5％（高）、4.9％（特）
４．以下
・嫌なことされる・させられる・金品や物品の被害・ひどい暴力
・パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる（ネットいじめ）
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※「何が起こっているのだろう」という初期の関わり、保護者との連携



いじめの4層構造
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加害の子被害の子 観衆 傍観者

文部科学省（2017）.いじめの防止等のための基本的な方針（一部改変）
（森田洋司・清水賢二（1994）いじめ新訂版 教室の病い 金子書房）

現代のいじめの特徴として、役割が流動的で変わりやすいことがある。
予防や対応においては、それぞれの層を意図した介入が求められる。

加害行為や観衆行為が
許されないことを常日
頃伝えておくこと＝
“いじめ否定規範”を
作りいじめを抑制する。

傍観者がとれる役割
（例えば、止める、被
害の子に寄り添う、誰
かに相談する）がある
ことを伝えておくこと
がいじめの予防になる。



２．いじめ問題へのスクールカウン
セリングアプローチの基礎
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(1)いじめ問題の重層的支援構造モデル
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スクールカウンセリングでは、対象別に3層の心理教育的援助サー
ビス（図中の「教育援助」）を想定している（石隈，1999）

一次的教育援助＝すべて
の児童生徒を対象

二次的教育援助＝諸課題
の初期状態にある一部の
児童生徒を対象

三次的教育援助＝諸課題
を抱えている特定の児童
生徒を対象

※テキストｐ.1



児童生徒の最善の利益という観点から、プロアクティブ型教育援助を推進し、リアクティブ型
教育援助の低減を図ることが重要

(1)いじめ問題の重層的支援構造モデル
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いじめ問題に直面した場
合の事後対応的な「かか
わり続ける生徒指導」

いじめが起きないように
するにはどうするか



(2)リーガル・ナレッジの重要性

• 法律による対応や解決が一般的になりつつある→法
化現象

• 教職員のリーガル・ナレッジ（法知識）の確実な習
得とスクール・コンプライアンスの徹底

• いじめ関係、不登校関係、特別支援関係の主要関連
法規の理解が必須

• 「早期に警察へ相談・通報すべきいじめ事案につい
て（通知）」「いじめ問題への的確な対応に向けた
警察との連携等の徹底について（通知）」

※テキストｐ.3 図表３参照
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11

いじめ問題の主要関連法規等

発達障害児や発達障害が疑
われる児童生徒がいじめ被
害を受けることも多いので、
2016年改正の発達障害者支
援法の理解が求められる

いじめ対象児童生徒が不登校
に陥る場合が多いので、個々
の不登校児童生徒の状況に応
じた支援が必要となる。教育
機会確保法の理解が必要。
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(3)チーム学校による地域連携協働体制
過酷な教育状況で、いじめ問題に立ち向かうには、
社会総がかりの地域連携協働体制の確立が急務

個別発達援助の促進条件
として、現行の学習指導
要領において、「学級・
ホームルーム経営の充
実」「生徒指導の充実」
「キャリア教育の充実」
の3本柱を徹底する

コミュニティ・スクールによる熟議を通した生徒指導
理解と教職員理解を図る 12



３．プロアクティブ型教育援助による
いじめ未然防止
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(1)心理教育的アセスメントに基づく授業づくりと
学級・ホームルーム経営

学習面、心理・社
会面、進路・キャ
リア面、健康面な
どの実態を把握し、
学級・ホームルー
ムや家庭環境など
の環境面の実態を

把握する
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他にも、Q-U、アセス、i-checkなど多様な心理教育的アセスメントが実施されている。



BPS（生物・心
理・社会）モ
デルに基づく
アセスメント
の重要性（文
部科学省，

2022，P．91）

児童生徒は、学力・学習意欲・進路意識・将来展望・自己肯定感・集
団適応感・人間関係・性意識・心身の健康状態・発達特性・成育環

境・国籍など多様であり、いじめ未然防止は、心理教育的アセスメン
トを基盤としたプロアクティブ型教育援助 が重要
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(2)社会的スキルの獲得の促進を図る
ガイダンスプログラム

アメリカのスクールカウンセリングプログラムの
ガイダンスカリキュラムの特色

①集団指導を通した教育的プログラム

②系統的・計画的なプログラム

③継続的な生きる力の育成

④検証可能な教育効果
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・予防教育プログラムの総称

・生徒指導提要（文部科学省、2022）

「自己の捉え方と他者との関わり方を基盤として、社会性（対人関
係）に関するスキル、態度、価値観を身につける学習であり、社会性
と情動に関する心理教育プログラムの総称」（p.26）

・５つのコンピテンス（「自己理解」「他者理解」「対人関係」「セ
ルフ・マネジメント」「責任ある意思決定」）を高めることで、学力
の向上、メンタルヘルスの維持向上につながることが示されている。

SEL（Social Emotional Learning）
ソーシャル・エモーショナル・ラーニング（社会性と情動の学習）



例 横浜プログラム

「自分づくり」「仲間づ
くり」「集団づくり」の
スキルに大別される18の
社会的スキルを体系的に
学び、YPアセスメントで
プログラムを選択する

18

問題行動の未然防止のため
のガイダンスプログラム

出典: 横浜市教育委員会（2023）『子どもの社会的スキル横浜プログラム【理論編】』、p.6
https://www.city.yokohama.lg.jp/kosodate-kyoiku/kyoiku/sesaku/ijime/yokohama-

program.files/ypriron_ver3.pdf

他にも、ソーシャルスキルトレーニング（SST）、構成的グループエンカウンター
（SGE）、ピアサポートプログラムなど多様なガイダンスプログラムが実施されている。
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学級・HRを、学年当初の生活集団から学習集団に変容させ、善悪
の判断や適切な言動がとれる心理的なよりどころとなるように準
拠集団化することが大切

児童生徒の規律と他
者受容、支持的人間
関係、自己存在感と
自己有用性、自己挑
戦を促進し、支持
的・信頼的・規範的
な学級・HRを形成す
ることが重要。
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グループワーク：プロアクティブ型生徒指導のCheck Point！

いじめ未然防止のプロアクティブ型生徒指導としてどんな内容を行っていますか。

20

勤務する学校では、SELに含まれるなんらかの心理教育が行われていますか。

Yesの場合、どんな内容が展開されていますか。

Yes ・ No

次の問いに対して、まず各自で記入して、その後グループで回答を共有しましょう。

日常の学校生活や授業・行事を通して、どのように子どもの社会的スキルを伸ばす
ことを心がけていますか。



４．リアクティブ型教育援助による
いじめ対応
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(1)法と学校いじめ防止基本方針に準拠した
チーム援助によるいじめ対応

課題予防的生徒指導[課題早期発見対応]

①定期的調査の迅速な確認と検討

②遅刻・早退・欠席及び保健室の活用情報のモニタリング

③特別支援教育コーディネーターやSC・SSW等との情報共有

☆スクールカウンセラー（SC）やスクールソーシャルワー
カー（SSW）も学校の職員であるので参加は必須。
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困難課題対応的生徒指導

①いじめ被害の連絡・相談・申立て等の記録

②学校いじめ防止基本方針に準拠した迅速な情報共有と組織的対応

初動段階の対応が非常に重要

管理職と迅速に情報共有する。学級・HR担任の自己判断で抱え込みは厳禁
であり、学校いじめ対策組織を中心に組織的対応をする。

対象児童生徒の保護者には、対象児童生徒の安全確保と学習保証を最優先
することを伝える。

いじめの相談などの記録用紙やファイルを用意しておく。「受付日時、対
応時間、連絡・相談・申し立て者名、対応者名、連絡・相談・申し立て内
容、応答記録」等を記録しておき共有できるようにしておく。

対応者の印象や主観的解釈ではなく、客観的事実を記載する。
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③心理教育的アセスメントと対応策の決定

心理教育的アセスメントに基づき（図表
12参照）、対応策を決定

 SNS上での人権侵害、性的ないじめ、金銭
要求、脅迫的言動、対象児童生徒への心
身の深刻なダメージ、自殺念慮、リスト
カット、自殺未遂等がある場合は、警
察・病院・プロバイダー等と連携した緊
急対応を行う

議事録や関係情報は、施錠できるロッ
カー等に保存する。
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④チーム援助による対応開始

援助チーム（図表13を参照）を編成して
チーム援助を開始する。



対応が難しくなりがちなケース（生徒指導提要、p137）

• 周りからは仲がよいとみられるグループ内でのいじめ（SNSな
ども）

• 閉鎖的な部活動内でのいじめ

• 被害と加害が錯綜しているケース

• 教職員が、被害児童生徒側にも問題があるとみてしまうケース
• いじめの起きた学級・学校が崩壊的状況にある場合
• 特に配慮が必要な児童生徒が関わるケース

• 学校と関係する生徒の保護者との間に不信感が強いケース
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(2)いじめ重大事態における対応と調査義務
いじめ防対法第28条

重大事態では、設置者等への報告義務と調査義務がある。
調査は、いじめの事実解明と再発防止に力点があり、民事・
刑事・行政上の責任追及やその他の訴訟等への対応を直接の
目的とするものではない。

公立学校における重大事態調査の一般的フロー（図表14）の
ガイドラインを理解しておくこと！
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出典：文部科学省『いじめの重大事態
の調査に関するガイドライン』（令和
6年8月改訂版）』（2024．p.4)

図表14 重大事態調査の一般的フロー(1)
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出典：文部科学省『いじめの重大事態
の調査に関するガイドライン』（令和
6年8月改訂版）』（2024．p.4)

図表14 重大事態調査の一般的フロー(2)



重大事態調査の実務を迅速・円滑に進めるために①

①事実解明・再発防止・支援と指導の取り組み

②児童生徒・保護者からの申立て

「いじめにより重大な被害が生じた」という申し立てがあった場
合は、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる

調査で事実解明に注力すると同時に、対象児童生徒への心のケ
アや必要な支援、関係児童生徒に対する指導及び支援等を行う

対象児童生徒・保護者が重大事態調査を望まない場合でも、調
査方法を工夫するなどして、検証することが必要
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重大事態調査の実務を迅速・円滑に進めるために②

③発生報告と調査組織の編成

重大事態が発生した場合は、地方公共団体の長等まで重大事
態が発生した旨を報告する。第三者委員会方式の採用を判断
し、組織する。
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④調査実施前の事前の説明

調査の前に十分な説明を行って同意を得る（インフォーム
ド・コンセントが必要）



事前説明の2段階
第1段階の説明

第２段階の説明

①重大事態の別・根拠、②調査の目的、③調査組織の公正に関
する意向の確認、④調査事項の確認、⑤調査方法や調査対象者
についての確認、⑥窓口となる担当者や連絡先の説明・紹介

①調査の根拠・目的、②調査組織の構成、③調査時期・期間
（スケジュール・定期報告）、④調査事項・調査対象、⑤調査
方法（アンケート調査の様式・聴き取りの方法・手順）、⑥調
査結果の提供

☆説明は、対象児童生徒・保護者だけでなく、関係児童生徒・保
護者にも説明が必要 31



2023年4月1日より、
文部科学省と子ども
家庭庁→いじめ重大
事態調査報告書の提
出への協力依頼をし
ている。
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図表15 公立学校用いじめ重大事態の対応チェックリスト
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実際の対応では困難
が生じることが予想
されるため、子ども
家庭庁の「いじめ調
査アドバイザー」制
度も活用できる
（2023年より）



(3)いじめ対応に関する自己学習と
校内研修の重要性

生徒指導提要デジタルテキスト
『いじめ対策に係る事例集』（文部科学省，
2018）

①いじめの定義・認知、②学校のいじめ防止
基本方針、③学校いじめ対策組織、④いじめ
の未然防止に係る取組、⑤いじめの早期発見、
⑥いじめへの対処、⑦いじめの重大事態47
ケース＋防対法等の資料が含まれる
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グループワーク：リアクティブ型教育援助のCheck Point！

①学校いじめ防止対策方針を定期的に見直して、学校のHP上で
すぐに見れる位置にアップされていますか。

②学校いじめ防止対策方針は、年度初めに、児童や保護者に
周知されていますか。

③いじめの校内研修を定期的に行っていますか。

④「いじめ防止」に関する地域との取組はありますか。 Yes ・ No

Yes ・ No

Yes ・ No

35

その内容は？

Yes ・ No
その内容は？

次の問いに対して、まず各自で記入して、その後グループで回答を共有しましょう。



５．学校いじめ防止基本方針と
学校風土の重要性
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(1)学校いじめ防止基本方針の策定と周知

①学校いじめ防止基本方針の地域総がかりでの策定

②学校いじめ防止基本方針の教材化

☆児童生徒や保護者がとらえるいじめと法が定めるいじめに
ずれがあるため、留意が必要。共通理解をはかっておくこと。

保護者、地域住民、関係機関等の参加を促すことや、児童生徒
の意見をとりいれることが重要。話し合いを通して、いじめ防
止に関する共通理解がはかられる。

学校のいじめ防止基本方針の内容を、入学時、各年度の開始
時に、児童生徒、保護者、関係機関等に説明する。
道徳科、特別活動、総合的な学習の時間などで、学習教材化
し、主体的に学ぶ 37



(2)いじめ抑止効果の高い学校風土づくり

多くの児童生徒の学校とのつながりがよくても、一部の気になる児
童生徒や援助ニーズの高い特定の児童生徒の学校とのつながりにも
配慮が必要。 38

「私はこの学校が好
きである」「私は、
この学校にいると安
心して過ごすことが
できる」といった
『学校とのつなが
り』がいじめ加害の
抑止に効果的。



まとめ

• 子どもの命を守り、安全安心な学校生活が送れるよう、最新の知
識（リーガルナレッジ、生徒指導提要等）に基づく対応を行う。

• 担任や学年団の抱え込みを防ぎ、管理職のリーダーシップの下、
チーム対応を推進する。

• プロアクティブないじめ防止対策を年間計画に基づき実施すると
共に、リアクティブないじめ対応について全教職員の共通理解を
はかる。

• 学校のいじめ防止方針や防止対策について評価し、定期的に見直
し、改善をはかる（ＰＤＣＡサイクル）
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